
職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在） 

 

行政職給料表（一） 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 係員の職務 896 38.6 係員 896 896 38.6 係員 

２級 主任の職務 749 32.3 主任 749 749 32.3 主任 

３級 係長、担当係長又は主査の職務 454 19.6 

係長、 

担当係長 
211 

454 19.6 係長 

主査 243 

４級 課長補佐の職務 119 5.1 
係長、 

担当係長 
119 119 5.1 

課長 

補佐 

５級 
課長、担当課長又は副参事の職

務 
71 3.1 

課長、 

担当課長 
60 

71 3.1 課長 
次長、所長 3 

副参事 8 

６級 部長、担当部長又は参事の職務 31 1.3 

部長 16 

31 1.3 部長 次長、所長 2 

参事 13 

 合計 2,320 100      

※再任用職員を含む 

 

行政職給料表（二） 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 係員の職務 31 12.2 技能１級職 31 31 12.2 係員 

２級 技能主任の職務 172 67.7 技能主任 172 172 67.7 
技能 

主任 

３級 技能長又は担当技能長の職務 49 19.3 
技能長、 

担当技能長 
49 49 19.3 技能長 

４級 統括技能長の職務 2 0.8 統括技能長 2 2 0.8 
統括 

技能長 

 合計 254 100      

※再任用職員を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医療職給料表（一） 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 
係長、担当係長又は主査の職

務 
1 25.0 担当係長 1 1 25.0 係長 

２級 
課長、担当課長又は副参事の

職務 
0 0.0 

課長、 

担当課長 
0 0 0.0 課長 

３級 
部長、担当部長又は参事の職

務 
3 75.0 部長、参事 3 3 75.0 部長 

 合計 4 100      

 

医療職給料表（二） 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 係員の職務 3 17.6 係員 3 3 17.6 係員 

２級 主任の職務 6 35.3 主任 6 6 35.3 主任 

３級 
係長、担当係長又は主査の職

務 
8 47.1 

係長、 

担当係長 
8 8 47.1 係長 

４級 課長補佐の職務 0 0 担当係長 0 0 0 
課長 

補佐 

５級 
課長、担当課長又は副参事の

職務 
0 0 課長 0 0 0 課長 

 合計 17 100      

※再任用職員を含む 

 

医療職給料表（三） 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 係員の職務 38 41.3 係員 38 38 41.3 係員 

２級 主任の職務 26 28.3 主任 26 26 28.3 主任 

３級 
係長、担当係長又は主査の職

務 
21 22.8 

担当係長 19 
21 22.8 係長 

主査 2 

４級 課長補佐の職務 4 4.3 
係長、 

担当係長 
4 4 4.3 

課長 

補佐 

５級 
課長、担当課長又は副参事の

職務 
3 3.3 所長 3 3 3.3 課長 

 合計 92 100      

※再任用職員を含む 

 

 

 

 



幼稚園教育職員給料表 

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階 

１級 教諭の職務 44 52.4 教諭 44 44 52.4 教諭 

２級 主任教諭の職務 20 23.8 主任教諭 20 20 23.8 
主任 

教諭 

３級 副園長の職務 8 9.5 副園長 8 8 9.5 副園長 

４級 園長の職務 12 14.3 園長 12 12 14.3 園長 

 合計 84 100      

※再任用職員、臨時的任用教員を含む 

 

 

 


